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はじめに 

修学旅行生、保護者、学校関係者のみなさん、この度の新型コロナウイ

ルス感染症のために、心待ちにしてきた特別な学校行事であり、生涯にわ

たり、素晴らしい思い出となるはずの京都への修学旅行の実施について

不安な思いでおられることと思います。 

修学旅行生のみなさんをお迎えする京都では、ウイズコロナ社会にお

いても修学旅行生のみなさんに安心して京都で学び、楽しんでいただけ

るよう、修学旅行をサポートする関係者が一丸となり、感染予防対策に全

力で取り組んでいます。 

これら京都での取組に加え、京都にお越しいただくみなさんにも、手洗

いをはじめとする感染予防対策と健康管理をきちんと行っていただくこ

とで、ウイズコロナ社会での安心・安全な修学旅行が可能となります。 

山紫水明の京都には、千年を超える歴史の中で培われ、磨かれてきた、

日本伝統の文化芸術・芸能、生活習慣が、日常の中に今も色濃く息づいて

います。こうした京都での日々は、必ずやみなさんを魅了し、感動に満ち

たものとなることでしょう。 

関係者一同、おもてなしの心でみなさんをお迎えさせていただきます。 

日本のふるさと京都へのお越しを心からお待ちしています。 
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※１ 本資料は、京都府の緊急事態措置が解除された状況であることを前提として

います。 

※２ 本資料は、京都府及び京都府医師会の協力並びに保健衛生の有識者等を顧問

とする京都市の「ウイズコロナ社会における市民と観光客の安心・安全の確保に

向けたアドバイザーチーム」による助言を得て初版（令和２年７月）を作成し、以

降、適宜改訂しています。 
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１  新型コロナウイルスの基礎知識  

 

新型コロナウイルスとは 

 コロナウイルスとは、人や動物の間で広く感染症を引き起こすウイルスです。 

 このうち、新型コロナウイルスとは、過去ヒトで感染が確認されていなかった新種の

コロナウイルスが原因と考えられる感染症です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルスの感染経路  

 人から人への感染が起きており、主に、飛沫（ひまつ）感染と接触感染により伝播す

ると考えられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルスに感染した場合の症状 

 ①主な症状：発熱・せき・頭痛・倦怠感（体のだるさ）   

 ⇒ 一般的な風邪の症状に似ていますが、症状が長引く傾向があります。ただし、 

症状が現れない人や軽微な人もいます。 

 ⇒ 高齢者や糖尿病・慢性肺疾患・免疫不全などの基礎疾患のある方は重症化する

傾向があります。 

 ②潜伏期間：感染から発症までの潜伏期間は 1日から 1４日（多くは 5日から 6

日）といわれています。（オミクロンは潜伏期が 2～3日、曝露から 7日

以内に発症する者が大部分であるとの報告があります。） 

※京都府医師会「新型コロナウイルス感染症市民向け感染予防ハンドブック」、

「新型コロナウイルス感染症とは？」、京都市情報館ホームページより抜粋要約 

＜新型コロナウイルス豆知識＞                         ※厚生労働省ホームページより 

 ウイルスは粘膜に入り込むことはできますが、健康な皮膚には入り込むことができず表面に付着

するだけと言われています。物の表面についたウイルスは時間がたてば壊れてしまいます。 

ただし、物の種類によっては 24時間～72時くらい感染する力をもつと言われています。 

  手洗いは、たとえ流水だけであったと

しても、ウイルスを流すことができるため

有効ですし、石けんを使った手洗いはコ

ロナウイルスの膜を壊すことができるの

で、更に有効です。（中略）また、流水と石

けんでの手洗いができない時は、手指消

毒用アルコールも同様に脂肪の膜を壊す

ことによって感染力を失わせることがで

きます。 

 

感染者のくしゃみや咳、つばなどの飛沫と一

緒にウイルスが放出。 

別の人がそのウイルスを口や鼻から吸い込み

感染。 

感染者のくしゃみや咳を手で押さえる。その手

で周りの物に触れて、ウイルスが付く。 

別の人がその物に触ってウイルスが手に付着。

その手で口や鼻を触って粘膜から感染。 
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２  ウイズコロナ社会における新しい修学旅行「京都スタイル」について  

 

新しい修学旅行「京都スタイル」で安心・安全な修学旅行を実践しよう！ 

 「京都スタイル」  とは… 
修学旅行生・保護者・学校関係者、観光関連事業者、京都市がしっかりと協力し合い、

旅行前から旅行後まで切れ目のない感染予防対策を実践することにより、 

京都を訪れる修学旅行生とお迎えする京都市民の双方の安心・安全を守る、 

京都から発信する 修学旅行の新しいカタチ。 

  旅行前                 旅行中                 旅行後 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルスは、感染から発症までの潜伏期間が５～６日とされています。 

このため、 

① 修学旅行生・保護者・学校関係者のみなさんも、「新型コロナウイルスを京都に持

ち込まない」との認識で、旅行前、中、後の定期的な健康管理、十分な感染予防対策

を行っていただく。 

また、修学旅行の特徴（※）に配慮し、 

② 観光関連事業者のみなさんは、業種ごとに策定された、新型コロナウイルス感染

症予防対策ガイドラインに基づき、感染予防対策を徹底する。 

③ 関係者が協力し合い、京都滞在中の修学旅行生の体調不良の際の対策を予め準

備しておき、適切に対応する。 

④ 京都市は、修学旅行生・保護者・学校関係者のみなさん、観光関連事業者のみなさ

んをサポートする。 

 ※ 修学旅行の特徴 

 

 

    大切なお子さまだからこそ、保護者や学校関係者のみなさまにとって、修学旅行に行かせて

あげたいと思う反面、京都滞在中の感染疑いの発生や感染リスクの可能性に対する不安をお

感じになられるのは当然のことであり、できる限りのサポートに努めます。  

保護者の元 
を離れる 

生活圏から 
離れ遠隔地へ 

集団行動が
基本 

宿泊を伴う 
公共交通機関

を利用 

③修学旅行生の体調不良の
際の対策を準備・適切に対応 

①修学旅行生・御家族の定期的な健康管理。 
手洗い、密回避などの感染予防対策 等 

京都滞在中 

②観光関連事業者の 
施設内の消毒などの感染予防対策 等 

④京都市が

サポート 

「修学旅行生」と「京都市民」の双方の安心・安全を守ります 

④京都市が

サポート 



6 

 

３  京都市内事業者の感染症対策  

 

  修学旅行に関係する事業者は、宿泊施設、 

観光施設、みやげ物店などの小売業、バスや 

地下鉄、鉄道、タクシーなどの公共交通機関、 

修学旅行をコーディネートする旅行業など、 

多岐にわたります。 

 京都市では、京都観光推進協議会を中心に、 

事業者が一丸となり、おもてなしの心で 

「新しい修学旅行」をサポートします。 

 

 

 

⑴ 各事業者に向けたこれまでの京都市内における主な取組  

  

● より一層「安心・安全」な京都観光を実現するための新型コロナウイルス感染症対

策宣言（ガイドライン） 

   （公社）京都市観光協会の呼掛け、京都市、京都府による支援の下、京都府市下で

観光に従事する２３の業界団体とともに、業界を横断した京都観光における新型コ

ロナウイルス感染症対策のガイドラインが作成されました（令和２年７月１５日作成）。 

 

  

ガイドラインの内容 

【４つの宣言】 

（１）観光従事者と観光客の感染症対策を徹底し、住民の感染リスクを最小化する 

（２）施設やサービスにおける感染症対策を徹底し、観光客の感染リスクを最小化

する 

（３）適切な感染症対策と指導により、観光従事者の感染リスクを最小化する 

（４）感染症対策の徹底とホスピタリティの調和を実現し、全ての観光客を温かく

迎え入れる 

【６つの行動方針】 

（１）施設やサービスにおける感染対策の徹底 

（２）従業員における感染対策及び健康管理の徹底 

（３）観光客に対する感染対策の協力要請の徹底 

（４）観光客や従業員に感染の疑いが出た際の対応及び準備の徹底 

（５）観光客に対するホスピタリティある受入の徹底 

（６）各業界の事情に即した取組の徹底 

宿泊施設 

タクシー 

鉄道 

地下鉄 

バス 

小売業 

飲食業 

観光施設 

修学旅行の 

関係事業者が 

一丸となって 

サポート 
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●ガイドライン推進宣言事業所ステッカー 

 業種別又は上記ガイドラインに基づき、自ら適切な感染拡大予防 

対策に取り組むことを宣言する京都府内の事業者に交付されてい

るステッカーです。店頭等に掲示されています 

 ※ ガイドライン推進宣言事業所検索 

https://store.kyotokaigi.com/ 

 

 

●京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度 

 京都府が定めた基準に基づく感染防止対策が実施されている 

飲食店を認証する制度です。このステッカーの掲示のあるお店は、 

京都府が策定した３８項目にわたる感染防止対策を講じている 

飲食店であることを、お店を一つひとつ訪問調査したうえで、 

京都府が認証しています。 

※ 認証店検索 https://kyoto-3rdninsho-list.com/ 

 

 

  

 



8 

 

⑵ 事業者ごとの感染症対策  

 

修学旅行で利用する施設や店舗、公共交通機関等の各事業者は、それぞれの業界

団体から示されたガイドラインに基づき、実情に合わせた対応策を講じています。 

本項では、業種ごとの感染症対策を一例としてご紹介します。 

 

＜修学旅行の計画段階における留意点＞ 

団体の規模や学校のニーズ等によって、感染症対策の内容や配慮すべきポイントも

変わってくるとともに、事業者ごとに感染症対策の手法も異なります。 

本項で紹介する感染症対策は一例であり、各事業者によるホームページ等を通じた

感染症対策の公開も進んでいます。 

学校関係者のみなさまにおかれては、出発前には必ず旅行会社や各事業者と十分

な連絡調整を行っていただきますようお願いします。 

 

  

＜掲載している業種＞ 

○ 宿泊施設 

○ 貸切バス 

○ 市バス・地下鉄（京都市交通局） 

 ※ 民営の乗合バスにおいても同様の取組を実施 

○ ＪＲ（新幹線） 

○ タクシー 

○ 観光施設 

○ みやげ物店などの小売店舗 

○ 飲食店 

 

※ 修学旅行生のみなさまにお願いしたい旅行中に共通する感染防

止対策（感染予防の行動、手洗い・手指消毒や咳エチケット、乗り物乗

車中や食事中、大浴場利用中の会話を控える、大声を控える等）につ

いては本項への記載は省略し、事業者による感染症対策を中心に記

載しています。 



9 

 

ア 宿泊施設における感染症対策  

 

参考となる業種別ガイドライン 

「宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン」 

（全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会 日本旅館協会 全日本シティホテル連盟）                    

 

修学旅行に配慮した感染症対策の取組例 

取組例① 館内 

・ 客室はチェックイン前に清掃及び換気、手の触れる場所（ドアノブ、リモコン、電話、

洗面、エレベーターのボタン、階段手すり等）の消毒 写真Ａ 

・ 全客室内に薬用手洗い石けん、入口玄関や各階エレベーター前に消毒液（消毒用ア

ルコール等）を設置 写真Ｂ 

     

取組例② 食事 

・ ビュッフェスタイルの場合は、料理を取る前および着席後の新たな料理調達（おか

わり）の際の手指消毒が行えるよう消毒液（消毒用アルコール等）を設置 

・ 「飲食」の場面では、１Ｍの対人距離を確保するか、パーティションを設置 

（日常的に接している少人数の知人【例えば、クラスや班、クラブ活動等が同じ等】

障害者に介助者が同席する場合は除く） 

  ＊ 学校の御希望や施設環境等によるため、必要に応じて、旅行業者や宿泊施設と

事前の連絡調整をお願いします。 

・ スタッフ（調理・配膳）は検温後、手袋を着用、アルコール消毒 

 

取組例③ 従業員の感染防止 

・ 従業員の定期的な検温等、健康管理の徹底 

  ＊ 京都市観光協会では、事業者による利用促進のため、「従業員向け衛生チェッ

クシート」を作成し、インターネットで配信しています。 

・ 従業員の勤務中の手洗いや咳エチケットの励行 

 

写真Ａ 写真Ｂ 
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京都市内の公共交通や貸切バスの感染症対策 

京都市内の公共交通（市バス・地下鉄、民営バス、タクシー等）や貸切バスにおい

ては、各事業者がそれぞれ、車内の抗菌・抗ウイルス加工、消毒や換気の徹底など、

利用者の安心・安全を確保する様々な対応策に取り組んでいます。 

修学旅行生のみなさんには、京都の交通機関を 

安心して御利用いただき、車窓からの景色を含め、 

移動の時間もぜひ楽しんでいただきたいと思います。 

イ 貸切バスにおける感染症対策  

 

参考となる業種別ガイドライン 

「バスにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」（（公社）日本バス協会）                    

「貸切バスにおける新型コロナウイルス対応ガイドライン」（貸切バス旅行連絡会） 

 

国土交通省のリーフレット 

令和２年１０月１３日付け国土交通省事務連絡「修学旅行等の学校行事におけるバスの

利用について（依頼）」に基づき、文部科学省から各教育委員会に通知 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              （表面）                      （裏面） 

  

  

貸切バスに関する相談窓口 

一般社団法人 京都府バス協会 

電話 075‐691‐65１7 

FAX 075‐６８１‐9499 

 

https://resemom.jp/article/img/2020/10/20/58633/268766.html
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修学旅行に配慮した感染症対策の取組例 

取組例① 車内対策 

・ 車両の抗ウイルス・抗菌加工（各社の状況に応じ、順次） 

  バス車両において、手すり・座席シートなどの車内全般に 

抗ウイルス・抗菌加工を実施し、ステッカーを車外に掲出 

・ 車内の消毒液、抗菌おしぼり等の設置 写真Ａ 

・ 運転席とその後部座席との間の飛沫防止シート（仕切り版）の設置 

・ 利用者の降車時や入庫後の車内清掃や消毒、窓開け換気 

・ 外気導入モードによる車内換気（約５分で室内の空気を入れ替え）、乗客降車時の

窓開け換気 

         

・ 通路での滞留防止の工夫（小グループに分かれての乗車、車内アナウンスによる降

車時の順次の離席） 

・ できる限りの配席の工夫 

  ＊ 学校の御希望やバスのチャーター数等によるため、必要に応じて、旅行業者や

バス事業者と事前の連絡調整をお願いします。 

 

取組例② 乗務員（ドライバー、ガイド）の感染防止 

・ 出庫・入庫点呼時等、通常の健康状態のチェックに加え、検温の実施 

・ 乗務中のマスク着用 

・ 手洗い、手指の消毒 

・ 荷物積込み時のドライバーの手袋着用 

・ ガイドの前向き着席（マスク着用のうえ、配席の工夫を行えば、利用者のニーズに応

じた対応は可能） 

  

  

※例：三菱ふそうホームページより 

写真Ａ 

 
掲出ステッカー（一例） 

https://car.watch.impress.co.jp/img/car/docs/1260/854/html/003_o.jpg.html
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ウ 市バス・地下鉄（京都市交通局）における感染症対策  

 

参考となる業種別ガイドライン 

「バスにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」（（公社）日本バス協会） 

「鉄軌道事業における新型コロナウイルス感染症対策に関するガイドライン」 

（鉄道連絡会） 

 

感染症対策 

取組① 市バス・地下鉄車両や地下鉄駅での感染症対策 

〇車両の抗ウイルス・抗菌加工 

  市バス・地下鉄全車両において、つり革・手すり・座席シート 

などの車内全般に抗ウイルス・抗菌加工を実施し、右の 

ステッカーを車内外に掲出 

〇地下鉄駅等のトイレの抗ウイルス・抗菌加工 

  地下鉄全駅及び北大路バスターミナルのトイレにおいて、扉・手すり・便器・水栓レ

バーや水栓ボタン・洗面台・壁面などの室内全般に抗ウイルス・抗菌加工を実施 

○車内及び駅の換気対策等 

(1)市バス車両 

・ 換気扇を常時稼働させるとともに、車内の窓の一部を開放 

   ・ 運転席後部へのビニールシートの設置 

・ 左最前列客席の使用を中止するとともに、右最前列客席の混雑時以外の御利

用を控えていただくよう案内文を掲示 

・ 車内換気扇の増設等、感染予防対策に配慮した新たな仕様を採用した市バス

車両（５８両）を導入 

(2)地下鉄車両及び駅 

   ・ 車両の換気装置の常時稼働又は車内の窓の一部開放を実施 

   ・ 各駅に設置している換気装置を稼働 

   ・ 各駅の有人窓口や駅務室の接客カウンターにアクリル板を設置 

○駅の消毒措置 

  地下鉄駅のエスカレーターや階段の手すりなど、利用客が触れることが多い場所

の定期消毒を実施 

○アルコール消毒液の設置 

  利用客の多いバスターミナルや地下鉄全駅（３４箇所）にアルコール消毒液を設置 
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○啓発活動の実施 

  (1)新型コロナウイルス感染拡大を防ぐための啓発を記載したポスターや「交通局

ニュース」を、市バス全車内、地下鉄全駅、市バス・地下鉄案内所、京都駅・北大路

バスターミナル及び定期券発売所で掲出 

     

  (2) 市バス・地下鉄車内、駅構内及び北大路バスターミナルにおいて、感染拡大防

止に係る啓発放送を実施 

 

取組② バス運転士等の感染防止対策及び健康状態の把握 

○マスク着用・手洗い・うがい・手指消毒の励行、出勤前の検温 

    ※ とりわけ、バス運転士や地下鉄駅職員・乗務員については、毎日の始業点呼

時等に感染症予防に関する注意事項の確認や、検温結果をはじめ、健康状

態の確認を徹底 

○職員間の感染防止対策 

職員の休憩スペースや乗務員の点呼場等へ、アクリル板やビニールシートを設置 

 

取組③ 市バス・地下鉄案内所等における感染拡大防止対策 

○市バス・地下鉄案内所等の感染防止 

飛沫感染防止の観点から、市バス・地下鉄案内所等の窓口にビニールシート及びア

ルコール消毒液を設置 

 

※ 民営の乗合バスにおいても同様の取組をしています。 
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エ ＪＲ（新幹線）における感染症対策  

       ※ＪＲ各社の取組の詳細は、各社のホームページ等によりご確認ください。 

感染症対策 

取組① 車内換気 

・ 空調・換気装置により、常に外の空気との入れ替えを実施（計算上では約６～８分で

車内の空気が新しい外の空気と全て入れ替え） 

（空気循環イメージ） 

  

取組② 車内の清掃・消毒 

・ 車両清掃時、トイレのドアノブ等の利用者の手が触れやすい箇所を定期的に消毒  

（なお、新幹線車両は基本的に毎日消毒を実施） 写真Ａ 

・ 車掌が車内巡回時、消毒液を用いてトイレのドアノブ等を消毒 写真Ｂ 

   

 

取組③ 駅構内 

・ 新幹線全駅に消毒液を設置 

・ 券売機等の利用者の手が触れやすい箇所を基本的に毎日消毒 

 

取組④ 駅社員・乗務員の感染防止 

・ マスク着用や手洗いの励行 

 

写真Ａ 写真Ｂ 
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オ タクシーにおける感染症対策  

 

参考となる業種別ガイドライン 

「タクシーにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」 

（（一社）全国ハイヤー・タクシー連合会） 

 

修学旅行に配慮した感染症対策の取組例 

取組例① 車内対策 

・ 車内の消毒液、抗菌おしぼり等の設置 

・ 運転席とその後部座席との間の飛沫防止シート（仕切り板）の設置 写真Ａ 

・ 可能な限り後部座席へ乗車するよう利用者への協力依頼 

・ 出庫・入庫時の車内清掃や消毒の徹底、利用者降車後の車内清掃や消毒 写真Ｂ 

・ 走行中のエアコンによる外気導入や定期的な窓を開けての車内換気 

        

 

取組例② 乗務員（ドライバー）の感染防止 

・ ３密を避けた点呼の実施、基本的な感染予防対策の徹底を指示 

・ 出庫・入庫点呼時等、通常の健康状態のチェックに加え、検温の実施 写真Ｃ 

・ 乗務中のマスク着用及び３密を避けた観光案内の実施 

・ 手洗い、手指の消毒の励行 

・ 運行記録の徹底 

       

  

写真Ａ 写真Ｂ 

運転席の周囲に飛沫防止 

ビニールシートを設置 

車内清掃用装置 

写真Ｃ 
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カ 観光施設における感染症対策  

 

参考となる業種別ガイドライン  

一例：「博物館における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」 

（（公財）日本博物館協会） 

※ 観光施設は、実施形態や提供コンテンツ等が多種多様であるため、施設によって

参考とするガイドラインが異なります。 

 

感染症対策の取組例 

取組例① 入場時・受付時 

・ 入場口での消毒液（消毒用アルコール等）の設置 写真Ａ 

・ 受付窓口での飛沫防止シート（仕切り板）の設置 写真Ｂ 

      

取組例② 館内 

・ 各座席間でのパーテーション設置（体験施設等） 写真Ｃ 

・ 定期的な清掃を行い、お客様用に消毒液を入口に設置 写真Ｄ 

     

  

写真Ａ 写真Ｂ 

受付カウンターに 

飛沫防止仕切り板を設置 

写真Ｃ 写真Ｄ 
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キ みやげ物店などの小売店舗における感染症対策  

 

参考となる業種別ガイドライン 

「小売業の店舗における新型コロナウイルス感染症感染拡大予防ガイドライン」 

（日本小売業協会等） 

※ 小売店舗は、業態や店舗の立地・規模等に応じて講じることのできる対策が多種

多様となります。 

 

感染症対策の取組例 

取組例① 店内 

・ 入口や店内での消毒液（消毒用アルコール等）の設置 写真Ａ 

・ レジでのコイントレーでの現金授受の励行 写真Ｂ 

・ できる限りの商品の個別パック・袋詰め販売 写真Ｃ 

・ 店内での滞在に際し、可能な範囲での対人距離の確保について掲示、アナウンス 

・ レジ前や入店前など店舗内外で顧客が列に並ぶ際の床の目印表示 

・ 状況に応じた入店者の制限や誘導 

・ 買い物かご等のハンドル部分や扉の取っ手など、顧客や従業員が手を触れること

が多い箇所・機材等の定期的な消毒 

・ 窓やドアの開放等による室内換気 写真Ａ 

                

 

 

 

取組例② 従業員の感染防止 

・ 従業員の定期的な検温等、健康管理の徹底 

・ 従業員の勤務中の手洗いや咳エチケットをはじめとする飛沫感染防止対策の励行 

  

 
コイントレーでの現金授受 

についてのお願い文を配置 

窓やドアを開放し、 

換気を徹底 

陳列棚、レジ等、複数個所に 

消毒設備を設置（○） 

写真Ａ 

写真Ｂ 

写真Ｃ 
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ク 飲食店における感染症対策  

 

参考となる業種別ガイドライン 

「外食業の事業継続のためのガイドライン」 

（（一社）日本フードサービス協会、（一社）全国生活衛生同業組合中央会） 

※ 飲食店は、業態や店舗の立地・規模等に応じて講じることのできる対策が多種多

様となります。 

 

感染症対策の取組例  

＜入店時＞ 

・ 入口や店内での消毒液（消毒用アルコール等）の設置 写真Ａ 

・ 窓やドアの開放、適切な換気設備等による室内換気 

・ 入店時の検温 写真Ｂ 

 

＜店内＞ 

・ テーブル上に区切りのパーテーンションを設置するか、できるだけ１ｍ以上の間隔

を空けて座れるように配置を工夫 

・ 適時、いす・テーブルの消毒 

・ 店舗のドアノブ等、客や従業員など、多数の人が触れる箇所の定期的な消毒 

      

     

         

  

大人数を収容できる食事会場の様子を取材しました。 

学校・旅行会社と店舗が、しっかりと事前相談された実践例です。 

準備した実施した食事会場の様子を取材しました。 

写真Ａ 写真Ｂ 

消毒液は距離を離し、 

複数箇所で準備 

 

先生や従業員による 

混雑回避の誘導も実施 
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４  修学旅行生のみなさまにお願いしたい感染症対策  

 

 令和２年６月４日付け文部科学省初等中等教育局児童生徒課事務連絡「旅行関連業

における新型コロナウイルス対応ガイドラインに基づく国内修学旅行の手引き（第１

版）」について」において、修学旅行の実施に際しては、「手引き等を参考に旅行事業者

等と連携し、新型コロナウイルスの感染症対策の徹底に努めるよう」示されているとこ

ろです。 

  安心・安全な修学旅行を実施するためにも、また、京都をはじめ、修学旅行で訪れ

る土地やそこで出会う多くの人々のためにも、新型コロナウイルスの感染予防・拡大

防止の観点から、上記事務連絡で紹介されている手引きを参考に、修学旅行生のみ

なさま、保護者や学校関係者のみなさまにおかれても、感染症対策の実践をよろしく

お願いします。 

 

＜ガイドライン＞ 

「旅行関連業における新型コロナウイルス対応ガイドラインに基づく国内修学旅行の手

引き」（（一社）日本旅行業協会、【協力】（公財）日本修学旅行協会、（公財）全国修学旅

行研究協会） 

 

⑴ 出発前の対策  

 

対策 生徒 保護者 学校 

感染防止対策の事前学習 ○ ○ ○ 

同居の家族を含め、健康観察の徹底、発熱・体調不良がある

場合は参加を自粛 
○ ○ ○ 

感染者との濃厚接触の有無確認、濃厚接触がある場合は参

加を自粛 
○ ○ ○ 

食事アレルギー、既往症、重症化リスクの事前確認 ○ ○ ○ 

保護者からの参加同意書の提出  ○ ○ 

3密（①換気の悪い密閉空間、②多くの人が密集、③密接し

た近距離での会話や発声）回避に配慮した旅行行程を計画 
  ○ 

感染予防対策の徹底を旅行業者等の関係事業者に要請   ○ 

定期的、計画的な手洗いや消毒の機会の確保   ○ 

感染予防のための物品の用意（マスク（1日 1枚）、体温計、

ハンカチ（1日 1枚）、マスクを置く際の清潔なビニール袋

等、使用済みのマスクやティッシュを捨てるビニール袋等） 

○ ○ ○ 

万が一、中止となった場合の対応の検討   ○ 
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⑵ 出発後の対策  

 

対策 生徒 保護者 学校 

咳エチケット、手洗い・消毒の徹底 ○  ○ 

人と人の距離を確保 ○  ○ 

大声での会話を控える ○  ○ 

朝・夕の定期的な検温 ○  ○ 

集合、移動は 3密にならない体制・方法・時間で実施 ○  ○ 

感染拡大を最小限に抑えられるよう、できる限り出発時と

同じ班・グループでの行動を徹底 
○  ○ 

旅行計画に変更が生じた場合、変更内容の記録   ○ 

感染疑い者の発生時、感染疑い者の隔離・看護（管轄保健

所、医師の判断に従うこと） 
○ ○ ○ 

感染者の発生時、感染者の隔離・看護と、濃厚接触者となる

可能性がある者の特定・隔離・健康観察（管轄保健所、医師

の判断に従うこと） 

○ ○ ○ 

＜体調不良時の対応における留意点＞ 

 新型コロナウイルス感染症により、京都市内においても、全国と同様に医療機関への

負担が増しており、提供できる医療が通常時とは異なります。 

このため、学校関係者のみなさんに、児童生徒、また引率者の体調不良時に、急を

要する体調悪化などを除き、現下の医療の状況を踏まえて慎重に病院受診の判断を

していただくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜新型コロナウイルス感染症の相談・受診の目安＞            ※厚生労働省ホームページより 

○ 少なくとも以下のいずれかに該当する場合には、すぐに御相談ください。（これらに該当しない

場合の相談も可能です。） 

☆ 息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状のいずれかがある場合 

☆ 重症化しやすい方（※）で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合 

（※）高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD等）等の基礎疾患がある方や透析を受けてい

る方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方 

☆ 上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合 

 （症状が４日以上続く場合は必ずご相談ください。症状には個人差がありますので、強い症状と思

う場合にはすぐに相談してください。解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様です。） 

 

（注）上記は、同省が「帰国者・接触者相談センター」への相談の目安として示しているものです。 
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⑶ 帰宅後の対応  

 

対応 生徒 保護者 学校 

同居の家族等も含めた健康観察の徹底（帰着後目安として

２週間程度） 
○ ○ ○ 

感染者が発生した場合（京都出発後２日以内に、感染疑い

の症状が出た場合に限る。）、京都市への情報提供 
 ○ ○ 

 

 

⑷ 万が一を想定し、濃厚接触者を増やさないために 

  

集団行動を基本とする修学旅行においては、万が一、修学旅行生から新型コロナウ

イルス感染者が発生した場合を想定し、その影響を最小限に抑えるため、できる限り

濃厚接触者を増やさないよう、行動計画を立てることが重要です。 

また、万が一、感染者が発生した場合、濃厚接触者の特定が円滑に行われるよう、

行程表、乗り物や日中活動、食事、宿泊時の部屋割り表などの修学旅行生のグループ

リスト、行動記録等を備えていただきますようお願いします。 

 

＜濃厚接触者を増やさないための工夫＞ 

 ・ こまめな手洗い、手指の消毒等を徹底する。 

 ・ 公共交通機関での移動中等は、できる限り会話を控え、大声で話さない。 

 ・ 修学旅行中は、できる限り、メンバーを固定した少人数グループで行動する。 

  （日中活動だけでなく、乗物乗車中の配席、宿泊施設での部屋割りなども考慮し、

グループを保持するとともに、グループ間の接触もできる限り避けるよう工夫す

る。） 

 ・ 体調不良者を早期に把握する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

＜濃厚接触者について＞ 

濃厚接触者とは、感染可能期間内（発症の 2日前から発症後 7～10日間程度）に、手で触れる

ことのできる距離（目安として１メートル）で、必要な感染予防策なして、１５分以上の接触があった

方を言います。 

ただし、マスクを着用していないことのみをもって一律に濃厚接触者と特定するのでなく、周辺

の環境や接触の状況等、個々の状況から、学校等において濃厚接触者に該当するかどうかを御判

断ください。 

なお、同居家族は、感染可能期間内に接触のなかった方及び感染対策が取れていた方を除き、

原則濃厚接触者となります。 

※ 上記の内容は、令和４年３月１６日付け（令和５年３月７日一部改正）の厚生労働省事務連絡を

参考に記載しています。 
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５  修学旅行専用電話の設置について 

 

 京都への修学旅行に関し、現在、２つの相談電話を設置しています。 

修学旅行前の相談は、①の相談窓口で対応します。 

京都滞在中の緊急時に適切に対応できるよう、②の相談窓口の混線を回避するた

め、内容に応じた使い分けに御協力をお願いします。（②でお受けした一般的な相談

は、①を御案内することになります。） 

 

 ①修学旅行専用電話相談窓口 

（京都観光推進協議会事務局） 

②きょうと修学旅行専用 

２４時間感染電話相談窓口 

（令和５年７月３１日２４時で閉鎖） 

電話番号 ０７５－７４４－１３０８ ０７５－７０８－３６７６ 

受付時間 平日午前９時～午後５時 

（ただし、正午～午後１時を除く。） 

＊年末年始（12/28～１/3）は休み 

土日祝日を含む２４時間 

 

 

対象 広く一般的な相談 現に京都に滞在中の修学旅行生に関

する相談 

受付内容 新型コロナウイルス感染症に係る取

組をはじめ、京都への修学旅行を検

討中の学校等からの修学旅行に関

する様々な相談に応じる。 

京都滞在中、新型コロナウイルスの感

染疑いが生じた場合に、健康上の相

談や医療機関の紹介を行う。 

 ＊ ①は、京都市内の情報について対応いたします。 

 ＊ ②は、京都市以外の京都府内（宇治市、亀岡市等）滞在中においても御利用いただけます。 

   なお、相談対象となる学校は、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、

特別支援学校、高等専門学校（１～３学年）及び専修学校（高等課程）の修学旅行・教育旅行

を想定しています。上記以外（企業研修、大学合宿、高等課程以外の専修学校、部活動や大

会等）の相談は、きょうと新型コロナ医療相談センター（電話 075－414－5487）にお願

いします。 

 

【重要】令和５年５月８日（月）以降の対応について 

京都滞在中に感染疑いが生じた場合、まずは身近な医療機関に電話でご相談いた

だくようお願いします。医療機関が見つからない場合は、以下にご相談ください。 

＜令和５年５月８日（月）～７月３１日（月）２４時＞ 

きょうと修学旅行専用２４時間感染電話相談窓口（０７５－７０８－３６７６） 

※８月以降の相談窓口については、現時点で未定となっております。 
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６  京都滞在中、修学旅行生に感染疑いが生じた場合の対策  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                         

 

   

  

京都滞在中に 
コロナの疑似症が発生 

きょうと修学旅行専用２４時間相談電話 
☎︎075-708-3676 

医療機関を受診、医師による診察 

感染の有無についての検査が
必要と判断された場合 

基本的に抗原検査を実施※１ 
(検査費用は公費、初診料等は自費

（保険適用あり）) 
 

結果判明まで待機 
入院対応の場合は自費 

陽性の場合 

宿泊療養施設入所 
又は入院(公費) ※３ 
※公共交通機関以外
での帰宅も可能。 

ケガをはじめ、症状等から明らかに新型コロナウイルス
ではない場合は、最寄りの病院（滞在中の宿泊施設のか
かりつけ医等）を受診してください。 

新型コロナウイルス感染症疑似症発生時の対応フロー（令和５年３月時点） 

本フローは、宿泊施設で修学旅行生に疑似症が発生した場合を想定しており、令和５年５月７日

までのものです。 

５月８日以降で京都滞在中に感染疑いが生じた場合、まずは身近な医療機関に電話でご相談いた

だくようお願いします。（令和５年７月３１日２４時までは、きょうと修学旅行専用２４時間感染

電話相談窓口において医療機関の紹介等を行いますが、自主的に医療機関を受診された場合は相談

窓口への御連絡は不要です。） 

重要この時点で学校にお願いしたいこと 

当該生徒が陽性となった場合を想定
し、検査結果判明後に速やかに対応でき
るよう、次の準備をお願いします。 

①発症２日間前以降における当該生徒
の行動歴や他の生徒との接触状況を
確認し、「濃厚接触の可能性がある
者」を抽出する。また、生徒の体調
を改めて確認する。 

②団体一行での帰宅方法も含め、その
後の計画の見直しを検討する。 

結果判明まで待機※２を 
お願いする場合あり 

学校は２４時間
相談電話に連絡 
 ☎︎ 075-708-3676 

（その他の生徒への対応） 

状況に応じて濃厚接触の可能性がある生徒は帰宅※４
 

※１ 検査結果判明までの迅速性等を考慮し、抗原検査（検査結果判明まで約３０分）の実施を基

本とします。（検査前には診察までの待ち時間などがありますので、予め御了承ください。） 

※２ 原則として、宿泊中の宿泊施設での待機をお願いすることとなります。待機の際には、でき

る限り生徒同士などの接触を控えるようにしてください。 

※３ 宿泊療養施設への入所中又は入院中に保護者等と連絡が取れるよう、スマートフォンを無料

で貸し出します（貸出期間は７月３１日２４時まで）。 

※４ 感染症対策を講じたうえでの帰宅をお願いします。（濃厚接触者（疑い含む）の帰宅費用に

ついて、京都市内宿泊校には助成制度あり（令和５年５月７日帰宅分まで対象）。ただし、帰

宅に要する交通手段は各学校において確保をお願いします。） 

疑似症生徒の対応が可能な 
医療機関を相談員が受診調整 

連
携 

注）検査要否が判
明次第、その結果
を２４時間相談電
話に連絡 

注）陽性判明後、処遇（入
院、宿泊療養、公共交通機関
以外での帰宅等）が定まるま
での待機場所の確保が必要と
なる場合を想定しておく。 
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＜京都市修学旅行生緊急帰宅支援助成金＞ ＊令和５年５月７日帰宅分まで 

  京都市を訪れる修学旅行生やその同居家族等に新型コロナウイルス感染症の陽性

が判明した場合、その濃厚接触者（疑い含む）となった児童生徒の緊急的な帰宅を支

援するため、帰宅に要する交通費を助成します。 

  ＊ 帰宅に要する交通手段は各学校において確保をお願いします。 

＊ 本制度を利用するに当たっての「事前協議」は、帰宅を要する事案が発生した

場合に「帰宅前」のタイミングでの協議をお願いするものです。（修学旅行出発前

に京都市に旅行実施の事前申告を求める趣旨ではありません。） 

 ●対象となる修学旅行 

 

 

 

 

 ●対象となるケース 

   

 

 

    

  その濃厚接触者（疑い含む）となった児童生徒（対象生徒）が、令和５年５月７日ま

での間に、感染症対策を講じたうえで緊急的に居住地へ帰宅する場合 

  ※陽性と判明した児童生徒の帰宅費用は対象外。 

●対象となる交通費 

    

 

 

  ※ 特に必要と認められる場合に限り、上記を組み合わせた交通費を対象とする。 

  ※ 助成対象となる移動区間の範囲は京都市内～学校又は対象生徒の自宅 

 ●助成額 

    

 

 

 

 ●申請方法（各様式は「きょうと修学旅行ナビ」からダウンロード可能） 

   帰宅前 京都市観光ＭＩＣＥ推進室修学旅行担当（電話０７５-７４６-２２５５）に事前協議 

         ※ 夜間休日やＭＩＣＥ室担当者不在時は２４時間電話（電話０７５－７０８－３６７６）まで御一報ください。 

   帰宅後 根拠資料（乗物領収書等）を添付して京都市観光ＭＩＣＥ推進室に申請書類を提出  

修学旅行の旅程中に新型コロナウイル

ス感染症に係る検査により陽性と判

明した児童生徒又は引率者（ただし、

学校の教員に限る。）が発生した場合 

修学旅行の旅程中に同居の

家族等が新型コロナウイルス

感染症に係る検査により陽

性と判明した場合 

又は で、 

対象生徒が公共交通機関、貸切バ

ス及びタクシーを利用して京都市内

から居住地へ移動する際の交通費 

保護者等が自家用車により対象生徒

を送迎する際の京都市内と居住地の

往復分の交通費（１kmにつき３７円） 

又は 

実際に要した交通費  

10、000円×対象生徒数 

1校につき４０万円 

このうち、 

最も少ない額 

京都府外に所在する学校が実施 

京都市内に１泊以上の宿泊を伴うもの 

この全てを 

満たす 

修学旅行 
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＜医療機関や待機場所までの移動手段について＞ 

  厚生労働省においては、新型コロナウイルス感染の疑いがある場合には、「マスク

を着用し、公共交通機関の利用を避けて受診する」よう求められています。ここでいう

公共交通機関には、タクシーも含まれます。 

よって、疑似症発生に伴う医療機関の受診に当たっては、滞在中の宿泊施設による

送迎など、できる限り公共交通機関の利用を避けていただきますようお願いします。 

しかしながら、諸般の事情により宿泊施設などによる送迎が難しい場合も想定され

ることから、京都市においては、（一社）京都府タクシー協会の協力の下、切れ目のな

いサポート体制の構築に取り組んでいます。 

タクシーを利用する場合は、配車の手配時にタクシー会社に症状等の現状を伝えた

うえで、生徒の症状に応じて次のように対応してください。ただし、各社の実情や手配

時点での状況に応じ、可能な範囲での配慮や対応となりますので、予め御了承くださ

い。 

 

●発熱等の体調不良の生徒の場合 

⇒依頼の受託や乗務員と利用者との間隔が取れる車両を手配する。 

      

連絡先 ： 各タクシー会社の連絡先は、 

 （一社）京都府タクシー協会ホームページ「会員一覧」参照 

            https://kyoto-taxi.or.jp/association_members/ 

 

●新型コロナウイルス感染症の疑いが高い生徒の場合 

⇒陰圧可能な専用車両（台数に限りあり。）による優先的な送迎を依頼する。 

    連絡先 ： 都タクシー   ☎︎ 075-661-6611 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
専用車両の外観（一例） 専用車両の内観（一例） 

https://kyoto-taxi.or.jp/association_members/
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７  その他京都府・市における新型コロナウイルス感染症に係る主な取組（修学旅行関連）  

 

１ 「きょうと修学旅行ナビ」 新型コロナウイルス感染症特設ページの開設（京都市） 

ウイズコロナ社会において、京都への修学旅行をより安心・安全に実施いただけ

るよう、新型コロナウイルス感染症対策に関する特設ページをＷＥＢ上に開設しまし

た。 

最新のガイドラインや京都の感染情報、修学旅行生のみなさんへのおもてなしプ

レゼント企画のほか、全国の修学旅行生のみなさんから寄せられた喜びのメッセー

ジも紹介しています。 

公式ホームページ 「きょうと修学旅行ナビ」 

新型コロナウイルス感染症対策お役立ち情報 

ＵＲＬ ： https://shugakuryoko.kyoto.travel/covid19/ 

 

２ 修学旅行生の事前学習環境の整備（京都市） 

●事前学習支援コンテンツ「きょうと徹底攻略」 

   「きょうと修学旅行ナビ」（https://shugakuryoko.kyoto.travel/）におい

て、京都への修学旅行を予定されている児童生徒の事前学習に役立つハンドブック

やマップなどの資料や学習動画、事前学習シート等を配信しています。 

         

 

●ＳＤＧｓ探究学習プログラム「Ｑ都（きゅーと）スタディトリップ」  

＊学習スポットやコンテンツの充実に取り組んでいます！！ 

   ＳＤＧｓ先進都市・京都に息づく様々な願いや工夫をヒントにＳＤＧｓへの理解を深

められるよう、ウェブ（https://q-sdgs.kyoto.travel/）で学習動画や学習シー

ト、見学スポット等の情報を配信するほか、旅前・旅中・旅後までを総合的にサポート

する学習コンテンツも用意しています。 

 

  

きょうと修学旅行ナビ 

（事前学習支援コンテンツ「きょうと徹底攻略」） 

 

新たな情報を 

随時更新中  

 
 

 

https://shugakuryoko.kyoto.travel/
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＜参考＞京都市内の飲食店や宿泊施設、京都のまちぐるみでの感染予防対策 

１ 飲食店・宿泊施設向けオンラインアカデミー（（公社）京都市観光協会） 

衛生管理・安心安全対策の徹底等についての動画講座を配信しています。 

  同協会の会員以外の方でも、無料で視聴可能です。 

   動画の一例）「ウイズコロナ時代に求められる安心・安全とは？【宿泊施設編②】 

徹底解説！消毒実践講座」 

 

２ 注意喚起ピクトグラム等の制作（（公社）京都市観光協会及び（公財）京都文化交流コンベンションビューロー ） 

   （公社）京都市観光協会のホームページからダウンロードし、掲示物や印刷物等、

自由に利用できるようになっています。 

子どもでもわかりやすく、目に留まりやすいデザインになっています。 

①従業員向け衛生チェックシート 

   就業前に確認するべき項目をチェックシートとして作成。従業員に対し感染防止

策の浸透を図るとともに、雇用主も従業員の状況を把握することができます。 

②感染症防止シート 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために、普段の生活において気を付ける

ことをまとめています。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

③ピクトグラム 「絵文字」「絵単語」などと呼ばれ、情報や注意を示すために表示される視覚記号（サイン）の一つ 

【事業者の取組】一例     【お客様へのご協力依頼】一例 

           

 ３ 「京都まちけっと」の発信（（公社）京都市観光協会） 

   日本たばこ産業（JT）と連携し、ウイズコロナ時代における新しい京都のまちのマ

ナーやエチケットを市民や観光客にわかりやすく伝える「京都まちけっと」を発信し

ています。同協会ホームページからダウンロードし、ぜひ御活用ください。

（https://www.kyokanko.or.jp/withcorona/newmanner/） 

 

チェック項目 

1：就業前の手洗、アルコール消毒はしましたか？ 

2：せき・鼻づまり等の風邪症状はないですか？ 

3：下痢・嘔吐はないですか？ 

4：休み中に 2.3 の症状はないですか？ 

5：同居者に 2.3 の症状はないですか 

 

https://www.kyokanko.or.jp/wp/wp-content/uploads/117209f5cb273cfc9f8fafd74935549a-scaled.jpg
https://www.kyokanko.or.jp/wp/wp-content/uploads/cdc87a6d088ba8069841d455e47a8c8f-1.jpg
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＜参考資料＞令和５年度 京都の修学旅行 安心・安全な受入環境整備の概要 
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＜京都観光推進協議会＞ 

 

１ 構成団体 京都市 

          京都市交通局 

（公社）京都市観光協会 

京都商工会議所 

京都観光旅館連盟 

京都府旅館ホテル生活衛生同業組合 

          京都府旅館ホテル生活衛生同業組合教育旅行部会 

          日本旅館協会京都府支部 

京都観光土産小売商連盟 

          （一社）京都府バス協会 

（一社）京都府タクシー協会 

京都観光施設協議会 

 

 

2 協賛会員 西日本旅客鉄道㈱ 

          東海旅客鉄道㈱ 

㈱ＪＴＢ 

近畿日本ツーリスト㈱ 

㈱日本旅行 

東武トップツアーズ㈱ 

 

 

 

 

 

 

※ 本ガイドラインの項目中、「６ 京都滞在中、修学旅行生に感染疑いが生じた場合

の対策」の作成に当たっては、京都府及び京都府医師会に御協力をいただいていま

す。 

新しい修学旅行「京都スタイル」 

～京都発 ウィズコロナ社会での安心・安全なおもてなし～ 

（第６版） 

 

令和５年３月作成 

京都観光推進協議会 

（事務局 京都市産業観光局観光ＭＩＣＥ推進室内） 

電   話 ０７５－７４４－１３０８ 

 


